
議案第１１号 交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

２．条例改正の主な内容

参考資料 市民部医療保険課

② 保険料率を大阪府が算定する市町村標準保険料率とする。

① 保険料合計の端数処理の方法を、100円単位から１円単位とする。

R５年度交野市保険料率 R５年度標準保険料率 R６年度標準保険料率
R６年度交野市保険料率（予定）

医療分

国民健康保険加入者の医療費
にかかる保険料

所得割
基準総所得金額

８．４７％ ９．１８％ ９．５６％

均等割
被保険者１人あたり

３０，３３１円 ３３，７３０円 ３５，０４０円

平等割
１世帯あたり

２９，６９２円 ３３，６９８円 ３４，８０３円

支援金分

後期高齢者医療制度を支える
ための保険料

所得割
基準総所得金額

２．５７％ ２．９７％ ３．１２％

均等割
被保険者１人あたり

９，３１４円 １０，５８４円 １１，１６７円

平等割
１世帯あたり

９，１９５円 １０，５７４円 １１，０９１円

介護分

介護保険第2号被保険者（40
歳～64歳）の介護保険料

所得割
基準総所得金額

２．４７％ ２．６１％ ２．６４％

均等割
被保険者１人あたり

１７，５２０円 １９，５５２円 １９，３８９円

平等割
１世帯あたり

— — —

「大阪府国民健康保険運営方針」の策定に伴い、府内統一基準が定められたため、所要の改正を行う。また、「国民健
康保険法施行令の一部を改正する政令」及び「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法
等の一部を改正する法律」の施行に伴い、国民健康保険料の軽減判定基準引上げ及び退職者医療制度の廃止が行われ
ることから、本市においても同様の改正を行う。

議案書３５Ｐ～ ３９Ｐ



参考資料 市民部医療保険課

３．施行日：令和６年4月1日

③ 国民健康保険料軽減判定所得基準の見直しについて

※ 特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も継続して同一の国保世帯に属する人。

軽減区分 所得基準額

【現行】 【改正後】

５割軽減
43万円＋29万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者
数+10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋29.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数
+10万円×（給与所得者等の数－1）

２割軽減
43万円＋53.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属
者数+10万円×（給与所得者等の数－1）

43万円＋54.5万円×被保険者数及び特定同一世帯所属者数
+10万円×（給与所得者等の数－1）

④ 退職被保険者経過措置廃止に伴う、所要の改正を行う。
退職者医療制度とは、定年退職者に係る保険者間の財政調整の仕組みとして創設され、平成20年度に前期高齢者医

療制度創設に伴い廃止。平成26年度までに新たに適用された者が65歳に達するまでの間、経過措置が設けられた。



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
      令和６年３月定例会 

議案の 
件 名 

議案第１１号 
交野市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 政策等 

の区分 
計画 ・ 事業 ・ 条例 

その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定め

る。 
大阪府の各市町村は同様の改正を行う。 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
・大阪府は、「全国に先駆けた保険料完全統一による国保運営」を、大阪府と43市町村の国保

が「大阪府で一つの国保」として一体となり、共通認識のもと、持続可能で安定的な国民健康

保険制度を運営できるように「大阪府国民健康保険運営方針」を策定した。 

今般、6年間の激変緩和措置期間を経て、基本的な考え方に基づき「府内統一基準」が定め

られたことから、本市においても所要の改正を行う。 

・全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律の施行に伴い、退職医療制度を廃止する。 

・国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、保険料の軽減措置について、対

象となる世帯の軽減判定所得を引き上げる。 

 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
・「大阪府国民健康保険運営方針」が策定され、6年間の激変緩和措置期間を経て運営方針の見 

直しが行われ、府内統一基準が定められた。 

・令和 6年 4月 1日 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等

の一部を改正する法律施行。（退職医療制度廃止） 

・令和 6年 4 月 1日 国民健康保険法施行令の一部を改正する政令施行。 

（軽減判定基準の引き上げ） 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 
２ みんなが互いを認め支え合い、笑顔と元気があふれる

まち 

分野・方針 ８ 健康・医療 

施  策 １．地域医療環境の充実 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和６年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
市民部 医療保険課 有 ・ 無  （新旧対照表他） 

 



 

交野市国民健康保険条例（昭和５５年条例第３２号）新旧対照表 

新 旧 

（精神・結核医療給付金） （精神・結核医療給付金） 

第６条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用につい

て、精神・結核医療給付金を支給する。 

第６条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保

険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用につい

て、精神・結核医療給付金を支給する。 

（１）                                                     

                                                     障 害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５８条第１項に規定する指定自立支援

医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条の２第３

号に規定する精神通院医療                                 

    

（１） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法

律第１２３号）第２９条、第２９条の２に規定する医療及び障害

者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）第５８条第１項に規定する指定自立支援

医療であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行令（平成１８年政令第１０号）第１条第３号  

  に規定する病院又は診療所に入所しないで受ける精神障害の

医療 

（２） （略） （２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 被保険者が第１項各号                                     

                                               に掲げる医療

を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払

うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金とし

て、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払う

ことができる。 

３ 被保険者が第１項各号（精神保健及び精神障害者福祉に関する法

律第２９条、第２９条の２に規定する医療を除く。）に掲げる医療

を受けたときは、当該被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払

うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療給付金とし

て、当該世帯主に代わり、当該保険医療機関又は保険薬局に支払う

ことができる。 

４ （略） ４ （略） 



 

新 旧 

（保険料の賦課額） （保険料の賦課額） 

第１２条の２ （略） 第１２条の２ （略） 

２ 前項の場合において、同項の賦課額に１円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てるものとする。 

 

（                  基礎賦課総額） （一般被保険者に係る基礎賦課総額） 

第１２条の３ 保険料の賦課額のうち                           

                                                           

                                       基礎賦課額（第２３条、

第２３条の４及び第２３条の５の規定により基礎賦課額を減額す

るものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１２条の３ 保険料の賦課額のうち一般被保険者（法附則第７条第

１項に規定する退職被保険者等（以下「退職被保険者等」という。）

を除く被保険者をいう。以下同じ。）に係る基礎賦課額（第２３条、

第２３条の４及び第２３条の５の規定により基礎賦課額を減額す

るものとした場合にあつては、その減額することとなる額を含む。）

の総額（以下「基礎賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

（１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （１） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 療養の給付に要する費用                               

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した

額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療

養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用           

                       の額 

イ 療養の給付に要する費用（一般被保険者に係るものに限る。）

の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した

額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療

養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療

養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用（一般被保険

者に係るものに限る。）の額 



 

新 旧 

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第７条 の規定により読

み替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納

付金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用

（                                                   府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医

療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者

支援金等」という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転

換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介

護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）

の額 

ロ 国民健康保険事業費納付金（法附則第２２条の規定により読

み替えられた法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納

付金をいう。以下この条において同じ。）の納付に要する費用

（府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、府

の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医

療確保法の規定による後期高齢者支援金等（以下「後期高齢者

支援金等」という。）、高齢者医療確保法の規定による病床転

換支援金等（以下「病床転換支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以下「介

護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる部分を除く。）

の額 

ハ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要

する費用の額 

ハ 法第８１条の２第５項の財政安定化基金拠出金の納付に要

する費用の額 

ニ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金

事業借入金の償還に要する費用の額 

ニ 法第８１条の２第１０項第２号に規定する財政安定化基金

事業借入金の償還に要する費用の額 

ホ 保健事業に要する費用の額 ホ 保健事業に要する費用の額 

ヘ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（                      

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

ヘ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）の額（退職被保険者等に係る療

養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に

相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活

療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療

養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要

する費用の額並びに府が行う国民健康保険の一般被保険者に



 

新 旧 

    国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）                              

                                      を除く。） 

係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用（府の国民

健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援

金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する

費用に充てる部分に限る。）及び退職被保険者等に係る国民健

康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法第７４条の規定による補助金の額 イ 法第７４条の規定による補助金の額 

ロ 法附則第７条 の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものを除く。）の額 

ロ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（府の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納

付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このロにお

いて同じ。）に係るものを除く。）及び同条の規定により貸し

付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要する

費用に係るものを除く。）の額 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金 

                                                       

                                                       

                                                       

                                                       

       の額 

ハ 法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付金

（ニにおいて「国民健康保険保険給付費等交付金」という。）

（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用（法附則第２２

条の規定により読み替えられた法第７０条第１項に規定する

療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。）に係るものを

除く。）の額 

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（              

ニ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事務

の執行に要する費用を除く。）のための収入（法附則第９条第
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                              法第７２条の３第１項、第７

２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定によ

る繰入金                                               

                                                   を 除

く。）の額 

（３） （略） 

１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１項、第７

２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規定によ

る繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金（退職被保険

者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。）を除

く。）の額 

（３） （略） 

（                  基礎賦課額） （一般被保険者に係る基礎賦課額） 

第１３条 保険料の賦課額のうち                  基礎賦課額は、

その世帯に属する被保険者につき    算定した所得割額、被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。                  

                                                           

                                                           

                         

第１３条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、

その世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者

均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。この場合において、

一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、

当該世帯は一般被保険者の属する世帯とみなして、世帯別平等割額

を算定するものとする。 

２ 前項の場合において、同項の基礎賦課額に１円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（                  基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第１４条 前条の所得割額は、被保険者    に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第

３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地

第１４条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する

年の前年の所得に係る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額（同法附則第３３条の２

第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第

３５条の２の６第８項又は第１１項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第３３条の３第５項に規定する土地
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等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第

１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用

等に係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第１

項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第３１条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則

第３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置法第

３３条の４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の２

第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第３２条第

１項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した

金額）、地方税法附則第３５条の２第５項に規定する一般株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第３５条の３第１５項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第３５条の２の

２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第３５条の２の６第１１項又は第３５条の３第１３項若しくは第

１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附

則第３５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第３５条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１４４号）第

８条第２項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項において準用
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する場合を含む。第２２条第１項第１号において同じ。）に規定す

る特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。同号において同

じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号。第２３条において「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条におい

て同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所

得金額等」という。）に、第１６条の所得割の保険料率を乗じて算

定する。 

する場合を含む。第２２条第１項第１号において同じ。）に規定す

る特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。同号において同

じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所

得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年

法律第４６号。第２３条において「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第１２項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条におい

て同じ。）の合計額から地方税法第３１４条の２第２項の規定によ

る控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所

得金額等」という。）に、第１６条の所得割の保険料率を乗じて算

定する。 

２ （略） ２ （略） 

（                  基礎賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率） 

第１６条            基礎賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

第１６条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおり

とする。 

（１） 所得割 法第８２条の３第１項及び第３項の規定により府

が算定し、及び通知する市町村標準保険料率（以下「市町村標準

保険料率」という。）のうち、基礎賦課額の保険料率における所

得割の率 

（１） 所得割 １００分の８．４７                          

                                                         

                                                         

           

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、基礎賦課額

の保険料率における被保険者均等割の額 

（２） 被保険者均等割 一般被保険者１人につき３０，３３１円
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（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率の

うち、基礎賦課額の保険料率における世帯別平等割の額 

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 １世帯につき２９，６９

２円                                             

ロ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する被保険者    が属する世帯であつて同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。以下「特定世帯」という。） イの額に２分の１を乗

じて得た額 

ロ 特定同一世帯所属者（法第６条第８号に該当したことにより

被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日

の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。）

と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であつて同

日の属する月（以下「特定月」という。）以後５年を経過する

月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合

に限る。以下「特定世帯」という。） イの額に２分の１を乗

じて得た額 

ハ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者    が

属する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） イの額に４分の３を乗じて得た額 

ハ 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が

属する世帯であつて特定月以後５年を経過する月の翌月から

特定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に

他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」とい

う。） イの額に４分の３を乗じて得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

第１６条の２から第１６条の４まで 削除 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額） 

第１６条の２ 保険料賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課

額は、その世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額、

被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 
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第１６条の３ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後

の総所得金額等に、第１６条の所得割の保険料率を乗じて算定す

る。 

（退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の算定） 

第１６条の４ 第１６条の２の被保険者均等割額及び世帯別平等割

額は、第１６条の規定により算定した額と同額とする。 

２ 第１６条の２の世帯別平等割額は、第１号から第３号までに掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ第１号から第３号までに定める額と

する。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１６条第１項

第３号イに定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１

６条第１項第３号ロに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特

定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。） 第１６条第１項第３号ハに定

めるところにより算定した額 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第１６条の５ 第１３条                の基礎賦課額           第１６条の５ 第１３条又は第１６条の２の基礎賦課額（一般被保険



 

新 旧 

                                                           

                                                           

                                                は、各年度に

おいて法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日にお

いて施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第２項第

９号に掲げる額を超えることができない。 

者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第１３条の基

礎賦課額と第１６条の２の基礎賦課額との合計額をいう。第１６条

の６、第１９条及び第２３条第１項において同じ。）は、各年度に

おいて法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日にお

いて施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第２項第

９号に掲げる額を超えることができない。 

（                  後期高齢者支援金等賦課総額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額） 

第１６条の５の２ 保険料の賦課額のうち                  後期

高齢者支援金等賦課額（第２３条、第２３条の４及び第２３条の５

の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下

「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料

の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額

を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１６条の５の２ 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期

高齢者支援金等賦課額（第２３条、第２３条の４及び第２３条の５

の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場

合にあっては、その減額することになる額を含む。）の総額（以下

「後期高齢者支援金等賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額

の見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準とし

て算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料

の減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２

号に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額

を合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に

係る部分                                                 

   に限る。次号において同じ。） 

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後

期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に

係る部分であつて、府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る

ものに限る。次号において同じ。） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 
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イ 法附則第７条 の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（        

                                    法第７２条の３第１

項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規

定による繰入金を除く。）の額 

 （３） （略） 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１

項、第７２条の３の２第１項及び第７２条の３の３第１項の規

定による繰入金を除く。）の額 

 （３） （略） 

（                  後期高齢者支援金等賦課額） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１６条の５の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課

額は、当該世帯に属する被保険者につき    算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した

世帯別平等割額                                             

                                                           

                          の合計額とする。 

第１６条の５の３ 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課

額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び

被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した

世帯別平等割額（一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に

属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして

算定した世帯別平等割額）の合計額とする。 

２ 前項の場合において、同項の後期高齢者支援金等賦課額に１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（                  後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

（一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算

定） 

第１６条の５の４ 前条の所得割額は、被保険者    に係る賦課期日 第１６条の５の４ 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日
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の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条

の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条

の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

（                  後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） （一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率） 

第１６条の５の５                   後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率は、次のとおりとする。 

第１６条の５の５ 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額

の保険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者支援金等

賦課額の保険料率における所得割の率 

（１） 所得割 １００分の２．５７                          

                                   

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、後期高齢者

支援金等賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

（２） 被保険者均等割 一般被保険者１人につき９，３１４円  

                                                   

（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

（３） 世帯別平等割 イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、

それぞれイからハまでに掲げる額 

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 市町村標準保険料率の

うち、後期高齢者支援金等賦課額の保険料率における世帯別平

等割の額 

イ ロ又はハに掲げる世帯以外の世帯 １世帯につき９，１９５

円                                                     

        

ロ 特定世帯 イの額に２分の１を乗じて得た額 ロ 特定世帯 イの額に２分の１を乗じて得た額 

ハ 特定継続世帯 イの額に４分の３を乗じて得た額 ハ 特定継続世帯 イの額に４分の３を乗じて得た額 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 

第１６条の５の６から第１６条の５の８まで 削除 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額） 

第１６条の５の６ 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後

期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につ

き算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに

当該世帯につき算定した世帯別平等割額とする。 
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（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の

算定） 

第１６条の５の７ 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控

除後の総所得金額等に、第１６条の５の５の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

（退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均

等割額及び世帯別平等割額の算定） 

第１６条の５の８ 第１６条の５の６の被保険者均等割額は、第１６

条の５の５の規定により算定した額と同額とする。 

２ 第１６条の５の６の世帯別平等割額は、第１号から第３号までに

掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第１号から第３号までに定める

額とする。 

（１） 次号又は第３号に掲げる世帯以外の世帯 第１６条の５の

５第１項第３号イに定めるところにより算定した額 

（２） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。） 第１

６条の５の５第１項第３号ロに定めるところにより算定した額 

（３） 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の

属する世帯であって特定月以後５年を経過する月の翌月から特

定月以後８年を経過する月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。） 第１６条の５の５第１項第３

号ハに定めるところにより算定した額 
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（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第１６条の５の９ 第１６条の５の３                    の後期

高齢者支援金等賦課額                                       

                                                           

                                                           

                                                は、各年度に

おいて法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日にお

いて施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第３項第

８号に掲げる額を超えることができない。 

第１６条の５の９ 第１６条の５の３又は第１６条の５の６の後期

高齢者支援金等賦課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世

帯に属する場合には、第１６条の５の３の後期高齢者支援金等賦課

額と第１６条の５の６の後期高齢者支援金等賦課額との合算額を

いう。第１９条及び第２３条第１項において同じ。）は、各年度に

おいて法第８２条の３第３項の規定による通知が行われた日にお

いて施行されていた国民健康保険法施行令第２９条の７第３項第

８号に掲げる額を超えることができない。 

（介護納付金賦課総額） （介護納付金賦課総額） 

第１６条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２３条及

び第２３条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額することになる額を含む。）の総額

（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

第１６条の６ 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額（第２３条及

び第２３条の５の規定により介護納付金賦課額を減額するものと

した場合にあつては、その減額することになる額を含む。）の総額

（以下「介護納付金賦課総額」という。）は、第１号に掲げる額の

見込額から第２号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として

算定した額とする。ただし、第２８条第１項の規定による保険料の

減免を行う場合においては、第１号に掲げる額の見込額から第２号

に掲げる額の見込額を控除した額に第３号に掲げる額の見込額を

合算した額を基準として算定した額とすることができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 （２） 当該年度における次に掲げる額の合算額 

イ 法附則第７条 の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の

イ 法附則第２２条の規定により読み替えられた法第７５条の

規定により交付を受ける補助金（国民健康保険事業費納付金の
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納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

納付に要する費用に係るものに限る。）及び同条の規定により

貸し付けられる貸付金（国民健康保険事業費納付金の納付に要

する費用に係るものに限る。）の額 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（        

                                    法第７２条の３第１

項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

 （３） （略） 

ロ その他国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業費

納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法附則第

９条第１項の規定により読み替えられた法第７２条の３第１

項及び第７２条の３の３第１項の規定による繰入金を除く。）

の額 

 （３） （略） 

（介護納付金賦課額） （介護納付金賦課額） 

第１６条の７ （略） 第１６条の７ （略） 

２ 前項の場合において、同項の介護納付金賦課額に１円未満の端数

があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（介護納付金賦課額の保険料率） （介護納付金賦課額の保険料率） 

第１６条の９ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

第１６条の９ 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の

保険料率は、次のとおりとする。 

（１） 所得割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金賦課額の

保険料率における所得割の率 

（１） 所得割 １００分の２．４７                          

                           

（２） 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、介護納付金

賦課額の保険料率における被保険者均等割の額 

（２） 被保険者均等割 介護納付金賦課被保険者１人につき１

７，５２０円                                 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （保険料の端数計算） 
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第１６条の１１ 第１３条又は第１６条の２並びに１６条の７の賦

課額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

（賦課期日後において納入義務の発生若しくは消滅又は被保険者

数の異動等があつた場合） 

（賦課期日後において納入義務の発生若しくは消滅又は被保険者

数の異動等があつた場合） 

第１９条 保険料の賦課期日後に納入義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦

課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条

の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被

保険者等」という。）となった                

   場合における当該納入義務者に係る第１３条、      

 、第１６条の５の３                        の額（被保険者数

が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当すること

により被保険者数が減少した場合を除く。）又は特例対象被保険者

等となつた場合における当該納入義務者に係る世帯別平等割額を

除く。）若しくは第１６条の７の額又は第２３条第１項各号（同条

第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額、第２３条の４第１項（同条第３項

の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める第１６条          の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２３条

の４第４項第１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場

第１９条 保険料の賦課期日後に納入義務が発生し、又は１世帯に属

する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは１世帯に属する被

保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦

課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第２９条

の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下「特例対象被

保険者等」という。）となった若しくは特例対象被保険者等でなく

なつた場合における当該納入義務者に係る第１３条、第１６条の

２、第１６条の５の３若しくは第１６条の５の６の額（被保険者数

が増加若しくは減少した場合（特定同一世帯所属者に該当すること

により被保険者数が減少した場合を除く。）          

       における当該納入義務者に係る世帯別平等割額を

除く。）若しくは第１６条の７の額又は第２３条第１項各号（同条

第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次

項において同じ。）に定める額、第２３条の４第１項（同条第３項

の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。）

に定める第１６条若しくは第１６条の４の基礎賦課額の被保険者

均等割の保険料率にそれぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２３条

の４第４項第１号（同条第６項の規定により読み替えて準用する場
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合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２３条の５第１項

各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号

（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その

納入義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法

第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことに

より被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の

初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１世帯に属す

る被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付

金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等とな

つた                    日の属する月か

ら、月割をもって行う。 

合を含む。次項において同じ。）に定める額、第２３条の５第１項

各号（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて準用する場合

を含む。次項において同じ。）に定める額若しくは同条第５項各号

（同条第７項又は第８項の規定により読み替えて準用する場合を

含む。次項において同じ。）に定める額の算定は、それぞれ、その

納入義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日（法

第６条第１号から第８号までの規定のいずれかに該当したことに

より被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の

初日であるときに限り、その前日とする。）若しくは１世帯に属す

る被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付

金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等とな

つた若しくは特例対象被保険者等ではなくなつた日の属する月か

ら、月割をもって行う。 

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納

入義務者に係る第１３条若しくは    第１６条の５の３      

                  の額若しくは第１６条の７の額又は第２３条

第１項各号に定める額、第２３条の４第１項に定める第１６条  

        の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２３条の４第４項第１号に定

める額、第２３条の５第１項各号に定める額若しくは同条第５項各

号に定める額の算定は、その納入義務が消滅した日（法第６条第１

号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であると

２ 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納

入義務者に係る第１３条、第１６条の２、第１６条の５の３若しく

は第１６条の５の６の額若しくは第１６条の７の額又は第２３条

第１項各号に定める額、第２３条の４第１項に定める第１６条若し

くは第１６条の４の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそ

れぞれ１０分の５を乗じて得た額、第２３条の４第４項第１号に定

める額、第２３条の５第１項各号に定める額若しくは同条第５項各

号に定める額の算定は、その納入義務が消滅した日（法第６条第１

号から第８号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義

務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であると
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きに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもつ

て行う。 

きに限り、その前日とする。）の属する月の前月まで、月割をもつ

て行う。 

（低所得者の保険料の減額） （低所得者の保険料の減額） 

第２３条 次の各号に該当する納入義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条        の基礎賦課

額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５

の額）とする。 

第２３条 次の各号に該当する納入義務者に対して課する保険料の

賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条又は第１６条の２の基礎賦課

額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額（当該減

額して得た額が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５

の額）とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加えた金額）に、２９５，０００円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前号に該

当する者以外の者 

（２） 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所

得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３１

４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得者

等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給与

所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加えた金額）に、２９０，０００円に当該年度の保険料賦課期日

（賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前号に該

当する者以外の者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数に乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数に乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 
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イ・ロ （略）  イ・ロ （略）  

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加えた金額）に、５４５，０００円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前２号に

該当する者以外の者 

（３） 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第３

１４条の２第２項第１号に定める金額（世帯主等のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあつては、同号に定める金額に当該給

与所得者等の数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額

を加えた金額）に、５３５，０００円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納入義務が発生した場合にはその発生

した日とする。）現在において当該世帯に属する被保険者の数と

特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納入義務者であつて前２号に

該当する者以外の者 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分

の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの

数を乗じて得た額とロに掲げる額とを合算した額 

イ・ロ （略） イ・ロ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項及び前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とある

のは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条       

 」とあるのは「第１６条の５の３                    」と、「第

１６条の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中

「第１６条」とあるのは「第１６条の５の５」と読み替えるものと

３ 第１項及び前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額につ

いて準用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とある

のは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条又は第１６条の

２」とあるのは「第１６条の５の３又は第１６条の５の６」と、「第

１６条の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中

「第１６条」とあるのは「第１６条の５の５」と読み替えるものと
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する。 する。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１３条       」とあるのは「第

１６条の７」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１

０の額」と、第２項中「第１６条」とあるのは「第１６条の９」と

読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介

護納付金賦課額」と、「第１３条又は第１６条の２」とあるのは「第

１６条の７」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１

０の額」と、第２項中「第１６条」とあるのは「第１６条の９」と

読み替えるものとする。 

（未就学児の被保険者均等割額の減額） （未就学児の被保険者均等割額の減額） 

第２３条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１６条        の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０

分の５を乗じて得た額（第１６条第２項の規定により端数の切り上

げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に掲

げる場合を除く。）。 

第２３条の４ 当該年度において、その世帯に６歳に達する日以後の

最初の３月３１日以前である被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額

の被保険者均等割額は、第１６条又は第１６条の４の基礎賦課額の

被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、１０

分の５を乗じて得た額（第１６条第２項の規定により端数の切り上

げを行った後の額とする。）を控除して得た額とする（第４項に掲

げる場合を除く。）。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１６条        」とあ

るのは「第１６条の５の５                    」と      

                       、前項中「第１

６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替える

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１６条又は第１６条の４」とあ

るのは「第１６条の５の５又は第１６条の５の８」と、「第１６条

第２項」とあるのは「第１６条の５の５第２項」と、前項中「第１

６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替える
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ものとする。 ものとする。 

４ 当該年度において、第２３条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納入義務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とす

る。 

４ 当該年度において、第２３条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納入義務者の世帯に未就学児がある場合における

当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額

は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とす

る。 

（１） 第１６条        の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に第２３条第１項各号に規定する

場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額

（第１６条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額 

（１） 第１６条又は第１６条の４の基礎賦課額の被保険者均等割

の保険料率から、当該保険料率に第２３条第１項各号に規定する

場合に応じてそれぞれ同項各号イに掲げる割合を乗じて得た額

（第１６条第２項の規定により端数の切り上げを行った後の額

とする。）を控除して得た額 

（２） （略） （２） （略） 

５ （略） ５ （略） 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１６条        」とあ

るのは「第１６条の５の５          」と      

                       、前項中「第１

６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替える

ものとする。 

６ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第４項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１６条又は第１６条の４」とあ

るのは「第１６条の５の５又は第１６条の５の８」と、「第１６条

第２項」とあるのは「第１６条の５の５第２項」と、前項中「第１

６条第３項」とあるのは「第１６条の５の５第３項」と読み替える

ものとする。 

（出産被保険者の保険料の減額）  （出産被保険者の保険料の減額） 

第２３条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者をい

第２３条の５ 当該年度において、世帯に出産被保険者（国民健康保

険法施行令第２９条の７第５項第８号に規定する出産被保険者を
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う。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納入義務者に対し

て課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条     

   の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当

該減額して得た額が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条

の５の額）とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

いう。以下同じ。）がある場合における当該世帯の納入義務者に対

して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第１３条又は第１

６条の２の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額

（当該減額して得た額が第１６条の５の額を超える場合には、第１

６条の５の額）とする（第５項に掲げる場合を除く。）。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条        」とあ

るのは「第１６条の５の３          」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中「第１

６条」とあるのは「第１６条の５の５」と読み替えるものとする。 

 ３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条又は第１６条の２」とあ

るのは「第１６条の５の３又は第１６条の５の６」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中「第１

６条」とあるのは「第１６条の５の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金

賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３

条        」とあるのは「第１６条の７」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の１０の額」と、第２項中「第１

６条」とあるのは「第１６条の９」と読み替えるものとする。 

 ４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第１項中「規定する出産被保険者をい

う。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者（介護納付金

賦課被保険者である者に限る。）をいう。以下この項において同じ。」

と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第１３

条又は第１６条の２」とあるのは「第１６条の７」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の１０の額」と、第２項中「第１

６条」とあるのは「第１６条の９」と読み替えるものとする。 

５ 当該年度において、第２３条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納入義務者の世帯に出産被保険者がある場合にお

５ 当該年度において、第２３条に規定する基準に従い保険料を減額

するものとした納入義務者の世帯に出産被保険者がある場合にお
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ける当該世帯の納入義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、当該減額後の第１３条        の基礎賦課

額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額

が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とする。 

ける当該世帯の納入義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、当該減額後の第１３条又は第１６条の２の基礎賦課

額から、次の各号の合算額を減額して得た額（当該減額して得た額

が第１６条の５の額を超える場合には、第１６条の５の額）とする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

６ （略） ６ （略） 

７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条        」とあ

るのは「第１６条の５の３          」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中「第１

６条」とあるのは、「第１６条の５の５」と読み替えるものとする。 

 ７ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用

する。この場合において、第５項中「基礎賦課額」とあるのは「後

期高齢者支援金等賦課額」と、「第１３条又は第１６条の２」とあ

るのは「第１６条の５の３又は第１６条の５の６」と、「第１６条

の５の額」とあるのは「第１６条の５の９の額」と、前項中「第１

６条」とあるのは、「第１６条の５の５」と読み替えるものとする。 

８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１３条        」とあるのは「第１６

条の７」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１０の

額」と、第６項中「第１６条」とあるのは「第１６条の９」と読み

替えるものとする。 

 ８ 第５項及び第６項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準

用する。この場合において、第５項中「出産被保険者」とあるのは

「出産被保険者（介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下こ

の項において同じ。）」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付

金賦課額」と、「第１３条又は第１６条の２」とあるのは「第１６

条の７」と、「第１６条の５の額」とあるのは「第１６条の１０の

額」と、第６項中「第１６条」とあるのは「第１６条の９」と読み

替えるものとする。 

 


